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本日のＴＯＰＩＣＳ
意匠権と著作権

北京モーターショー

ホンダの「ＣＲ－Ｖ」と類似した車を展示した中国メーカーに対し、ホン

ダがショーからの撤去と発売中止を求めた。これに対し、中国メーカーは、

「独自設計したものであり、意匠権の侵害に当たらない」と反論した（中

国情報局記事より引用）。

意匠法 → 他人の登録意匠及びこれに類似する意匠を正当な権限なく実施

する行為が意匠権の侵害を構成する

∴ 意匠法では、独自に創作したからといっても意匠権の侵害は免れない

著作権法 → 他人の著作物を正当な権限なく複製等する行為が著作権の侵

害を構成する。

∴ 著作権の効力は独自創作したものには及ばない



補足：意匠権と著作権

意匠権 → 産業政策的観点から工業的デザインを保

護することが目的

著作権 → 著作者の精神的表現を保護する目的で

著作者の人格権を保護する要素が強い

著作物が意匠として同時に成立することは可能であ
る。例えば、彫刻（著作物）の形をそのまま灰皿等の
工業製品に応用した場合には、意匠権と著作権の両法
律により保護が可能であろう。

その一方で、工業デザイン（意匠）が著作物として
保護されることは稀である。過去の判例では、相当程
度独創的なデザインでない限り、著作物とは認められ
ないようである。



• ＊ 特許出願をしようとする者は、以下の書面を特許庁に提出しなければな
らない。書面以外の見本やひな形での出願は原則として認められない（書面
主義）。なお、電子出願が認められた現在では、電子出願のデータを書面と
して取り扱っている。

• （１）願書

• 発明者や出願人を特定するための書面。特許出願の表紙となる。

• （２）特許請求の範囲

• 特許の付与を求める範囲を記載した書面。出願にかかる発明を特定する
役割を担う。特許付与前は審査対象となり、特許付与後は自己の権利範囲
を特定する役割を担う。

• （３）明細書

• 特許請求の範囲に記載した発明の内容を詳細に説明する書面。特許請求
の範囲の解説欄としての役割、発明を開示する役割を担う。

• （４）要約書

• 出願にかかる発明を要約した書面。第三者のサーチの便宜に資す。

• （５）図面（特許出願においては任意）

• 出願にかかる発明の内容の理解を助ける役割。特許請求の範囲や明細
書の記載を補助する役割。

Ｉ：特許出願に必要な書類
特許出願するにはどのような書類が必要か。必要な書類とその役割について



（６）書面主義の例外（微生物の寄託）

微生物の寄託：

発明が微生物にかかるものであって、当該微生物が容易に入手できない
ようなものであり、明細書等の記載のみでは当業者が容易に実施できない場
合、当該微生物の寄託を出願人に義務付け（特施規２７条の２）。

＊注：寄託は明細書の記載を補完するための措置であり、寄託したからと
いって明細書の記載の省略や簡略化は認められない。

寄託先 → 独立行政法人産業技術総合研究所特許生物寄託センター



特許出願書類作成の手順
（例：特許第３１７９４０９号）

（１）背景技術（従来技術）の把握

先行技術調査によって、出願しようとする発明の従来技術及び周辺技術を
見つける。

（２）背景技術の分析及び問題点の抽出

発見した従来技術と本発明との構成を比較し、違いを抽出する。

（３）解決しようとする課題の特定

従来技術では解決できない問題点、すなわち、本発明が解決すべき課題
（発明の目的）を特定する。

（４）課題解決のための仮手段の特定

(3)で特定した課題を解決するための手段を「構成要件」として列挙する。
（５）作用・効果の確認

列挙した構成要件から本発明の課題を解決できる作用・効果が奏されるかを
検討する。



アイデアメモの例

Ａ．従来技術の把握

（１） 同一の技術分野で、どのような技術があるか。

航空予約を受けて搭乗券を発行する航空会社は、ユーザ
に専用端末を設置して航空券予約の利便性を高めている。

① 専用端末５３からホスト５１に航空券予約申請送信

② 空きがあれば予約成立

③ 航空券発売機５４で航空券５６発券

④ 利用者が空港の搭乗券発券機５５に航空券５６を投
入

⑤ 搭乗券５７発券



Ｂ．従来技術の問題点（解決しようとする課題）の抽出

［問題点］
便利なシステムなのに、今ひとつ、普及しない。
［原因］
従来技術のネックは「専用端末」
① 他に用途がないのにスペースを占有している。
② メンテナンスが必要でコスト高、管理に手間がかかる。
そのため、ユーザが導入に慎重になり、システムの普及
に限界がある。

［発明の目的］

スペースを占有せず、メンテナンス等が不要で維持・管
理コストが安いシステムを提供すること。



Ｃ．課題解決の手段

① 専用端末の代わりに汎用ＰＣを使う

② 航空券の代わりにＩＤカードを使う

ＩＤカードには利用者個人情報付与

③ 汎用ＰＣに予約申請機能を備えさせる

④ ホストに、汎用ＰＣからの予約申請を受領する機能（
予約受領機能）を備えさせる

⑤ ホストから搭乗券発券機に、ＩＤ情報を含む予約情報
を送信する機能（予約情報送信機能）を備えさせる

⑥ 利用者ごとに発券履歴を蓄積するＤＢを設ける



Ｄ．作用，効果の検証

Ｃの手段でほんとうに課題を解決できるか？

［作用］ ①ＰＣの予約申請機能を使って、利用者情報、予約情報
をホストに送信する。

②ホストは、予約受領機能を使って、ＰＣからの予約情報等を受け
取る。

③ ホストは、適正に予約が成立すれば、予約情報送信機能を使
って搭乗券発券機に予約情報を送信する。

④ 搭乗券発券機は、利用者のＩＤ情報を読み取り、ＩＤ情報と予約
情報とを照合する。（！）

⑤ 情報が一致すれば、搭乗券の発券を行う。（！）

⑥ DBに蓄積された発券履歴に基づき、料金の算出を行う。

［効果］ スペースを占有せず、メンテナンス等が不要で維持・管理
コストが安いシステムを提供可能に。これにより普及が期待できる



Ｃ′．課題解決の手段（見直し）

① 専用端末の代わりに汎用ＰＣを使う
② 航空券の代わりにＩＤカードを使う
ＩＤカードには利用者個人情報付与

③ 汎用ＰＣに予約申請機能を備えさせる
④ ホストに、汎用ＰＣからの予約申請を受領する機能（予

約受領機能）を備えさせる
⑤ ホストから搭乗券発券機に、ＩＤ情報を含む予約情報を

送信する機能（予約情報送信機能）を備えさせる
！ ⑥ 搭乗券発券機に、ＩＤカードの読み取り機能と、ＩＤ情報
とホストからの予約情報との照合機能とを設ける。
！ ⑦ 搭乗券発券機に、両情報が一致したときに搭乗券の
発券を行う発券機能を設ける
⑧ 利用者ごとに発券履歴を蓄積するＤＢを設ける



実際の特許のクレーム

請求項１
航空券予約を受けて搭乗券を発行する搭乗券発行機関に設けられたホストコン
ピュータと、各ユーザ機関に設けられた汎用パソコンと、空港に設けられた搭乗券発
券機と、各ユーザ機関内の利用者個人に関する利用者ＩＤ情報が記録されたＩＤ記録
媒体とを備え、
各ユーザ機関の汎用パソコンは、
搭乗券発行機関に対して各ユーザ機関及び当該ユーザ機関内の利用者個人のＩＤ
情報を表示して航空券予約申請を行う予約申請機能を有し、
搭乗券発行機関のホストコンピュータは、
汎用パソコンからの航空券予約申請に基づいて航空券予約を成立させる予約受領
機能と、成立した航空券予約情報と、当該航空券予約のために汎用パソコンによって
表示された利用者個人のＩＤ情報とを空港の搭乗券発券機に送信する待機指令機能
と、搭乗券発券機から送信される搭乗券の発券結果情報を蓄積する情報蓄積機能と、
前記航空券予約のために汎用パソコンによって表示された各ユーザ機関のＩＤ情報に
基づいて、各ユーザ機関毎に料金請求額を算出することができる一括精算機能と、を
有し、
空港の搭乗券発券機は、
ＩＤ記録媒体の入力を通じて利用者ＩＤ情報を読取るＩＤ読取機能と、読取った利用者Ｉ
Ｄ情報とホストコンピュータから送信された利用者個人のＩＤ情報とを照合する照合機
能と、照合した結果に基づいて対応する航空券予約情報に基づく搭乗券を発券する
発券機能と、搭乗券発券の事実をホストコンピュータに送信する発券結果送信機能と
を有する、
ことを特徴とするＩＤ情報利用の搭乗券発行システム。



Ｅ．具体例

図１ 図２
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【書類名】       特許願 

【整理番号】       

【提出日】       平成１８年  月  日 

【あて先】       特許庁長官殿 

【国際特許分類】    Ｇ０２Ｃ ９／０２ 

【発明者】 

  【住所又は居所】  福井県福井市 

  【氏名】       

【特許出願人】 

  【識別番号】    ５０５２２９５６４ 

  【住所又は居所】  福井県 

  【氏名又は名称】   

【代理人】 

  【識別番号】     

  【弁理士】 

  【氏名又は名称】   

【手数料の表示】 

  【予納台帳番号】   

  【納付金額】     

【提出物件の目録】 

  【物件名】     特許請求の範囲   １ 

  【物件名】     明細書   １ 

  【物件名】     図面    １ 

  【物件名】     要約書   １ 
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【書類名】   特許請求の範囲 

  【請求項１】  

 

 

  【請求項２】  

 

 

  【請求項３】  
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【書類名】   明細書 

【発明の名称】  

【技術分野】 

   【０００１】 

 本発明は、          に関する。 

【背景技術】 

   【０００２】 

  

 

 

 【特許文献１】  

 【特許文献２】  

【発明の開示】 

【発明が解決しようとする課題】 

   【０００３】 

 しかしながら、       という問題がある。 

 本発明は上記の問題点にかんがみてなされたもので、  

                        の提供を目的とする。 

【課題を解決するための手段】 

   【０００４】 

 本発明の目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、 

 

 

【発明の効果】 

   【０００５】 

 本発明によれば、              という効果がある。 

【発明を実施するための最良の形態】 

   【０００６】 

 以下、本発明の前掛け眼鏡の好適な実施形態を、図面を参照しながら詳細に説
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明する。 

 

   【０００７】 

 

 

 

 【産業上の利用可能性】 

   【０００８】 

 本発明は、         の分野に適用が可能である。 

【図面の簡単な説明】 

   【０００９】 

  【図１】 

 図１は、 

  【図２】 

 図２は、 

 【符号の説明】 

 【００１０】 

１ 

２ 

３ 

 

【書類名】 図面 

【図１】 

 

 

【図２】 
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【書類名】     要約書 

【要約】 

【課題】            を提供する。 

【解決手段】      

【選択図】  



(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】航空券予約を受けて搭乗券を発行する搭乗
券発行機関に設けられたホストコンピュータと、
各ユーザ機関に設けられた汎用パソコンと、
空港に設けられた搭乗券発券機と、
各ユーザ機関内の利用者個人に関する利用者ＩＤ情報が
記録されたＩＤ記録媒体と、
を備え、
各ユーザ機関の汎用パソコンは、
搭乗券発行機関に対して各ユーザ機関及び当該ユーザ機
関内の利用者個人のＩＤ情報を表示して航空券予約申請
を行う予約申請機能を有し、
搭乗券発行機関のホストコンピュータは、
汎用パソコンからの航空券予約申請に基づいて航空券予
約を成立させる予約受領機能と、

成立した航空券予約情報と、当該航空券予約のために汎
用パソコンによって表示された利用者個人のＩＤ情報と
を空港の搭乗券発券機に送信する待機指令機能と、
搭乗券発券機から送信される搭乗券の発券結果情報を蓄
積する情報蓄積機能と、
前記航空券予約のために汎用パソコンによって表示され
た各ユーザ機関のＩＤ情報に基づいて、各ユーザ機関毎
に料金請求額を算出することができる一括精算機能と、
を有し、
空港の搭乗券発券機は、
ＩＤ記録媒体の入力を通じて利用者ＩＤ情報を読取るＩ
Ｄ読取機能と、
読取った利用者ＩＤ情報とホストコンピュータから送信
された利用者個人のＩＤ情報とを照合する照合機能と、
照合した結果に基づいて対応する航空券予約情報に基づ
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く搭乗券を発券する発券機能と、
搭乗券発券の事実をホストコンピュータに送信する発券
結果送信機能とを有する、
ことを特徴とするＩＤ情報利用の搭乗券発行システム。
【請求項２】搭乗券発行機関のホストコンピュータは、
各ユーザ機関毎に料金請求額を算出する際に、料金を割
引くことができる一括精算割引機能を有することを特徴
とする請求項１に記載のＩＤ情報利用の搭乗券発行シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、航空予約を受けて搭乗
券を発行する搭乗券発行機関に設けられたホストコンピ
ュータと、各ユーザ機関に設けられた端末とを備えたＩ
Ｄ情報利用の搭乗券発行システムに係り、とりわけ、各
ユーザ機関の端末として汎用パソコンを用いることがで
きるＩＤ情報利用の搭乗券発行システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】従来より、航空予約を受けて搭乗券を発
行する搭乗券発行機関は、ユーザ機関に専用端末を設置
することによって航空券予約の利便性を高めている。各
ユーザ機関は当該専用端末を用いることによって、航空
券予約を容易かつ迅速に行っている。
【０００３】専用端末を利用した従来の搭乗券発行シス
テムの概略を図２に示す。図２に示すように、従来の搭
乗券発行システム５０は、搭乗券発行機関に設けられた
ホストコンピュータ５１と、当該ホストコンピュータ５
１に電話回線５２等を介して接続され、各ユーザ機関に
設けられた専用端末５３とを備えている。専用端末５３
には、専用の航空券発券機５４が併設されており、航空
券発券機５４は、専用端末５３によって航空券予約を行
った際に、その航空券５６を発券できるようになってい
る。また、搭乗券発券機５５は各空港に設けられ、投入
口５５ａを有しており、航空券５６を投入口５５ａに投
入することによって対応する搭乗券５７が発券されるよ
うになっている。
【０００４】従来の搭乗券発行システム５０では、専用
端末５３からの操作によってホストコンピュータ５１に
対して航空券予約申請を行うことができる。またホスト
コンピュータ５１が適切な航空券予約申請を受領すると
航空券予約は成立し、ホストコンピュータ５１にその予
約情報が記録されるとともに、専用端末５３に併設され
た航空券発券機５４を介して航空券５６が発券される。
【０００５】利用者はその航空券５６を持って出発時に
空港に行き、当該空港にある搭乗券発行機関の搭乗券発
券機５５の投入口５５ａにその航空券５６を投入する。
搭乗券発券機５５は、投入された航空券５６に基づいて
対応する搭乗券５７を発券する。
【０００６】また、個人単位の電話予約による航空券予
約も実施されている。この予約方法は、航空券予約をす

る個人が、何らかのクレジットカードを所有（登録）し
ていることが必要である。
【０００７】航空券予約をしたい個人は、航空予約を受
けて搭乗券を発行する搭乗券発行機関に電話をする。そ
して所望の航空券についての予約申請をするとともに、
所有（登録）するクレジットカードのカード名、登録番
号等を伝達する。搭乗券発行機関が当該予約申請に応
じ、その予約申請を受領することで航空券予約は成立す
る。この時、航空券は仮想的に発行されるのみで実際に
は発行されず、個人は航空券を手にしないが、精算は行
われ、所定の料金がクレジットカード会社から搭乗券発
行機関に支払われる。
【０００８】航空券予約をした個人は、予約時に表示し
た内容のクレジットカードを持って出発時に空港に行
く。そして当該空港にある搭乗券発行機関の搭乗券発券
機にそのクレジットカードを挿入する。その搭乗券発券
機は、クレジットカードの情報を読取り、予め入力され
ている航空券予約の情報と照合して搭乗券を発券する。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】まず、前述した従来の
搭乗券システム５０は、各ユーザ機関に専用端末５３を
設置してなるものであるが、他に用途のない専用端末５
３を設置することはスペース利用効率上具合が悪い。ま
た、一旦専用端末５３が導入された後も、そのメンテナ
ンス等を専用端末５３独自に行う必要があり、コスト及
び手間の面で問題がある。このため、各ユーザ機関は専
用端末５３の導入に慎重にならざるを得ず、システムの
普及に限界がある。
【００１０】また、電話予約による航空券予約方法は個
人を対象としたものであるため、各ユーザ機関毎に航空
券利用状況を管理することが困難で、ユーザ機関毎に料
金を精算する等といったサービスを提供することも困難
である。従って、搭乗券発行会社と各ユーザ機関との繋
がりが弱まり、搭乗券発行機関は各ユーザ機関内の顧客
を失う可能性が増す。また、各ユーザ機関内の利用者の
側にも、クレジットカードを所有していなければこの方
法を利用できないという不都合がある。
【００１１】本発明は、このような点を考慮してなされ
たものであり、設置スペース上の問題を解消し、システ
ム導入コストおよびシステムメンテナンスコストを低減
するとともに、各ユーザ機関毎に航空券利用状況を管理
することが容易で、各ユーザ機関毎に種々のサービスを
提供できて顧客を十分に惹きつけることができるＩＤ情
報利用の搭乗券発行システムを提供することを目的とす
る。
【００１２】
【課題を解決するための手段】本発明は、航空券予約を
受けて搭乗券を発行する搭乗券発行機関に設けられたホ
ストコンピュータと、各ユーザ機関に設けられた汎用パ
ソコンと、空港に設けられた搭乗券発券機と、ＩＤ情報
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が記録されたＩＤ記録媒体と、を備え、各ユーザ機関の
汎用パソコンは、搭乗券発行機関に対して各ユーザ機関
毎のＩＤ情報を表示して航空券予約申請を行う予約申請
機能を有し、搭乗券発行機関のホストコンピュータは、
汎用パソコンからの航空券予約申請に基づいて航空券予
約を成立させる予約受領機能と、成立した航空券予約情
報と、当該航空券予約のために汎用パソコンによって表
示されたＩＤ情報とを空港の搭乗券発券機に送信する待
機指令機能と、搭乗券発券機から送信される搭乗券の発
券結果情報を蓄積する情報蓄積機能とを有し、空港の搭
乗券発券機は、ＩＤ記録媒体の入力を通じて利用者ＩＤ
情報を読取るＩＤ読取機能と、読取った利用者ＩＤ情報
とホストコンピュータから送信されたＩＤ情報とを照合
する照合機能と、照合した結果に基づいて対応する航空
券予約情報に基づく搭乗券を発券する発券機能と、搭乗
券発券の事実をホストコンピュータに送信する発券結果
送信機能とを有する、ことを特徴とするＩＤ情報利用の
搭乗券発行システムである。
【００１３】本発明によれば、各ユーザ機関は汎用パソ
コンによって航空券予約申請を行うことができるため、
従来のような専用端末を設置する必要がなく、従って設
置スペース上の問題が解消し、システム導入コストおよ
びシステムメンテナンスコストが著しく低減する。ま
た、本発明の汎用パソコンは各ユーザ機関毎に設置され
るため、各ユーザ機関毎に航空券利用状況を管理するこ
とが容易で、各ユーザ機関毎に種々のサービスを提供で
き、顧客を十分に惹きつけることができる。さらに利用
者も、ＩＤ記録媒体を所有すればよく、クレジットカー
ド所有（登録）の必要がない。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態について説明する。図１は、本発明の実施の形
態によるＩＤ情報利用の搭乗券発行システム１０を示し
ている。図１に示すように、本実施の形態のＩＤ情報利
用の搭乗券発行システム１０は、航空券予約を受けて搭
乗券を発行する搭乗券発行機関に設けられたホストコン
ピュータ１１と、当該ホストコンピュータに電話回線１
２を介して接続され、各ユーザ機関に設けられた汎用パ
ソコン１３と、ホストコンピュータ１１に電話回線１２
を介して接続され、各空港に設けられた搭乗券発券機１
５と、ＩＤ情報が記録されたＩＤ記録媒体１６と、を備
えている。
【００１５】汎用パソコン１３には、専用の航空券予約
ソフト１４がインストールされているが、その他にも種
々のアプリケーションソフトがインストールされてい
る。航空券予約ソフト１４が起動されると、汎用パソコ
ン１３はホストコンピュータ１１と通信可能となり、ホ
ストコンピュータ１１に対して航空券予約申請を行うこ
とができるようになる。航空券予約ソフト１４は、例え
ば搭乗券発行機関によって各ユーザ機関に無償で貸与さ

れ、航空券予約が容易かつ円滑に行えるように設定され
ている。
【００１６】航空券予約ソフト１４が起動された汎用パ
ソコン１３は、利用を希望する航空便の情報と、利用者
個人および当該ユーザ機関に関するＩＤ情報とをホスト
コンピュータ１１に送信（表示）することにより、容易
かつ円滑に航空券予約申請を行うことができるようにな
っている（予約申請機能）。
【００１７】航空券予約申請時に、汎用パソコン１３か
らホストコンピュータ１１に送信される利用者個人およ
び当該ユーザ機関に関するＩＤ情報は、利用者ＩＤ情報
としてＩＤ記録媒体１６に記録されている。本実施の形
態におけるＩＤ記録媒体１６はＩＤカードであるが、態
様はこれに限定されない。
【００１８】一方、搭乗券発行機関のホストコンピュー
タ１１は、汎用パソコン１３からの航空券予約申請に基
づいて航空券予約を成立させる（予約受領機能）。例え
ば、ホストコンピュータ１１は、汎用パソコン１３から
送信された航空便の情報に基づいて当該航空便に残席が
あるか否かを検索し、残席があれば航空券予約を成立さ
せ、残席が無ければその旨を汎用パソコン１３に返信す
る。なお、汎用パソコン１３からＩＤ情報が正しく送信
されていない場合には、航空便に空席があっても航空券
予約は成立しないように設定されている。
【００１９】航空券予約が成立した場合、ホストコンピ
ュータ１１は、成立した航空券予約情報と当該航空券予
約に付随するＩＤ情報とを、当該航空便の出発空港に設
けられた搭乗券発券機１５に送信するようになっている
（待機指令機能）。
【００２０】空港の搭乗券発券機１５は、ＩＤ記録媒体
１６の投入（入力）のための投入口１５ａを有してお
り、この投入口にＩＤ記録媒体１６が投入（入力）され
た時に、当該ＩＤ記録媒体からこれに記録された利用者
ＩＤ情報を読取ることができるようになっている（ＩＤ
読取機能）。そして読取った利用者ＩＤ情報とホストコ
ンピュータから送信されたＩＤ情報とを照合し（照合機
能）、その照合の結果に基づいて、対応する航空券予約
情報に基づく搭乗券１７を発券するようになっている
（発券機能）。さらに、搭乗券発券の事実を、搭乗券発
券結果情報としてホストコンピュータ１１に送信するよ
うになっている（発券結果送信機能）。
【００２１】搭乗券発券機１５からホストコンピュータ
１１に送信された搭乗券１７の発券結果情報は、ホスト
コンピュータ１１内のデータベースに蓄積されるように
なっている（情報蓄積機能）。
【００２２】搭乗券発行機関のホストコンピュータ１１
は、さらに、蓄積された発券結果情報に基づいて料金請
求額を算出することができ（搭乗後精算機能）、各ユー
ザ機関の汎用パソコン毎あるいは各ユーザ機関毎に料金
請求額を算出することができ（一括精算機能）、各ユー
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ザ機関の汎用パソコン毎あるいは各ユーザ機関毎に料金
請求額を算出する際に料金を割引くことができる（一括
精算割引機能）ようになっている。
【００２３】次にこのような構成からなる本実施の形態
の作用について説明する。本実施の形態のＩＤ情報利用
の搭乗券発行システム１０は、各ユーザ機関の汎用パソ
コン１３が、オペレータによって起動、操作され、汎用
パソコン１３にインストールされた航空券予約ソフト１
４が起動される。航空券予約ソフト１４が起動される
と、汎用パソコン１３はホストコンピュータ１１と通信
可能な状態となる。
【００２４】次に、オペレータは、利用を希望する航空
便の情報と、利用者個人および当該ユーザ機関に関する
ＩＤ情報とを汎用パソコン１３に入力し、汎用パソコン
１３からホストコンピュータ１１に送信（表示）して、
ホストコンピュータ１１に対して航空券予約申請を行
う。なお、ホストコンピュータ１１に送信される利用者
個人および当該ユーザ機関に関するＩＤ情報は、利用者
ＩＤ情報としてＩＤ記録媒体１６に記録されている情報
である。
【００２５】搭乗券発行機関のホストコンピュータ１１
は、汎用パソコン１３からの航空券予約申請を受信する
と、例えば汎用パソコン１３から送信された航空便の情
報に基づいて当該航空便に残席があるか否かを検索し、
残席があれば航空券予約を成立させ、残席が無ければそ
の旨を汎用パソコンに返信する。なお、汎用パソコン１
３からＩＤ情報が正しく送信されていない場合には、航
空便に空席があっても航空券予約は成立しない。
【００２６】航空券予約が成立すると、ホストコンピュ
ータ１１は、成立した航空券予約情報と当該航空券予約
に付随するＩＤ情報とを、当該航空便の出発空港に設け
られた搭乗券発券機１５に送信する。これによって航空
券予約手続は完了する。
【００２７】航空券予約をした利用者は、予約時に表示
したＩＤ情報を記録したＩＤ記録媒体１６を持って出発
空港に行く。そして当該空港にある搭乗券発行機関の搭
乗券発券機１５の投入口１５ａにそのＩＤ記録媒体１６
を投入する。
【００２８】搭乗券発券機１５はＩＤ記録媒体１６の情
報を読取り、読取った利用者ＩＤ情報とホストコンピュ
ータから送信されたＩＤ情報とを照合して、その照合の
結果に基づいて、対応する航空券予約情報に基づく搭乗
券１７を発券する。
【００２９】さらに搭乗券発券機１５は、搭乗券発券の
事実を、搭乗券発券結果情報としてホストコンピュータ
１１に送信する。搭乗券発券機１５からホストコンピュ
ータ１１に送信された搭乗券の発券結果情報は、ホスト
コンピュータ１１内のデータベースに蓄積される。
【００３０】搭乗券発行機関のホストコンピュータ１１
は、搭乗券発行機関の選択によって、蓄積された発券結

果情報に基づいて料金請求額を算出したり、各ユーザ機
関の汎用パソコン１３毎あるいは各ユーザ機関毎に料金
請求額を算出したり、各ユーザ機関の汎用パソコン１３
毎あるいは各ユーザ機関毎に料金請求額を算出する際に
料金を割引いたりする。
【００３１】以上のように本実施の形態によれば、各ユ
ーザ機関は汎用パソコン１３によって航空券予約申請を
行うことができるため、従来のような専用端末を設置す
る必要がなく、従って設置スペース上の問題が解消す
る。また、システム導入コストおよびシステムメンテナ
ンスコストについても、汎用パソコン１３に関するコス
トに航空券予約ソフト１４に関するコストが付加される
のみであるから、従来に比べて著しく低減する。
【００３２】また、本実施の形態によれば、汎用パソコ
ン１３は各ユーザ機関に設置されるため、各ユーザ機関
は航空券利用状況を容易に管理することができる。特
に、汎用パソコン１３は他のアプリケーションソフトも
起動できるため、例えば航空券利用状況のデータを経理
用アプリケーションソフトに読込ませる等の幅広い応用
が容易に行える。
【００３３】一方搭乗券発行機関は、本実施の形態によ
って各ユーザ機関毎に種々のサービスを提供できる。例
えば、搭乗券発券結果情報に基づいて、料金精算を後払
いで一括に請求したり、各ユーザ機関毎に利用回数や利
用距離数などに応じた割引サービスを提供することが可
能である。これによって搭乗券発行機関は、各ユーザ機
関の航空券利用のニーズを実質的に独占することが可能
となる。
【００３４】航空便利用者は、航空券の代わりにＩＤ記
録媒体１６を所持すればよく、従来の電話予約方法のよ
うにクレジットカードを登録、所有する必要はない。さ
らに料金精算手続もユーザ機関に対して行われるため、
いわゆる立替払いおよびその申告というような機関内の
手続も不要である。
【００３５】なお、汎用パソコン１３は、航空券予約に
付随する機能として、航空券予約状況の照会機能などの
様々な機能を有している。その他、搭乗券発行機関から
の各種のサービスが、ホストコンピュータ１１から汎用
パソコン１３へ送信されるようにすることも可能であ
る。
【００３６】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、各ユーザ
機関は汎用パソコンによって航空券予約申請を行うこと
ができるため、従来のような専用端末を設置する必要が
なく、従って設置スペース上の問題が解消する、また、
システム導入コストおよびシステムメンテナンスコスト
が著しく低減する。
【００３７】また本発明によれば、汎用パソコンは各ユ
ーザ機関に設置されるため、各ユーザ機関は航空券利用
状況を管理することが容易であり、一方搭乗券発行機関
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は、各ユーザ機関毎に種々のサービスを提供でき、ユー
ザ機関の航空便利用のニーズを独占することが可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるＩＤ情報利用の搭乗券発行システ
ムの実施の形態の構成を示す概略図。
【図２】従来の搭乗券発行システムの構成を示す概略
図。
【符号の説明】
１０  ＩＤ情報利用の搭乗券発行システム
１１  ホストコンピュータ
１２  電話回線
１３  汎用パソコン
１４  航空券予約ソフト

１５  搭乗券発券機
１５ａ  投入口
１６  ＩＤ記録媒体
１７  搭乗券
５０  搭乗券発行システム
５１  ホストコンピュータ
５２  電話回線
５３  専用端末
５４  航空券発券機
５５  搭乗券発券機
５５ａ  投入口
５６  航空券
５７  搭乗券

【図１】 【図２】
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